
男性 女性

20歳未満 40～49歳 70歳以上

20～29歳 50～59歳

30～39歳 60～69歳

目 的 【ご意見】

１ 適切

２ 不適切

３ どちらでもない

目的の考え方は適切だと思いますか。 ４ わからない

方向性 【ご意見】

１ 適切

２ 不適切

３ どちらでもない

４ わからない

方向性の考え方は適切だと思いますか。

用語の定義 【ご意見】

受動喫煙　　： 他人のたばこの煙を吸わされること。 １ 適切

敷地内禁煙　： 屋外も含め、敷地内全域を禁煙とすること。 ２ 不適切

屋内禁煙　　： 屋内を禁煙とすること。 ３ どちらでもない

原則屋内禁煙： ４ わからない

公共的施設　：

※

言葉の定義について適切だと思いますか。

関係機関に求めること、それぞれの役割として取り組んでいただきたいことを考えています。

市民の方の取組みとして以下の内容は適切だと思いますか。 【ご意見】

(豊橋市民のみでなく、豊橋市に訪れるすべての方も含んでいます) １ 適切

・ 受動喫煙による健康影響に関する理解を深めます。 ２ 不適切

・ 受動喫煙を他人にさせないように努めます。 ３ どちらでもない

・ 市が実施する受動喫煙防止に関する措置又は施策に協力します。４ わからない

保護者の方の取組みとして以下の内容は適切だと思いますか。 【ご意見】

１ 適切

・ ２ 不適切

３ どちらでもない

４ わからない

【ご意見】

１ 適切

・ ２ 不適切

３ どちらでもない

４ わからない

年　齢

現在の喫煙の
有無

受動喫煙対策に関する調査

回答・ご意見

回答・ご意見

1

2

項目（考え方）

項目（考え方）

3

豊橋では、受動喫煙による健康影響を防止するという疾病予防の観点か
ら、これまで行ってきた禁煙・防煙の取組みを一歩進めて、多数の人が
利用する公共的施設の受動喫煙防止の強化を目指し、条例策定の検討を
しています。

性　別

今回の調査は項目にある考え方に関するご意見をうかがうものです。お答えいただく内容は両面で
全１０項目です。回答は、選択肢の中であてはまるもの１つに○をつけていただき、ご意見は項目
毎の回答欄にご記入ください。

受動喫煙による健康影響を未然に防止し、市民の健康の確保を目的とし
て考えています。

　日頃から、市政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　本市では、平成３２年東京オリンピック・パラリンピック開催を機に、疾病対策、健康
増進の観点から受動喫煙対策を一層推進していきたいと考えております。
　たばこの煙には数多くの発がん物質や有害物質が含まれており、たばこを吸う人だけで
なく、周囲のたばこを吸わない人の健康にも影響を与えることから受動喫煙対策を進める
ことは大変重要な課題となっています。
　そこで、今後の受動喫煙対策に反映させるため、皆様方からのご意見をいただくことと
しました。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。

　平成３０年３月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊橋市長　佐原　光一

無

未成年者に受動喫煙による健康影響が及ぶことを未然に防止す
るよう努めます。

事業者・施設管理者の方の取組みとして以下の内容は適切だと思
いますか。

受動喫煙による健康影響を未然に防止するための環境整備に取
り組みます。

有

4

5

6

不特定又は多数の人が出入りすることができる室内又
はこれに準ずる環境を有する施設。

建物内は禁煙とし、一定要件を満たした喫煙専用室※
を設置することができる。

一定要件を満たした喫煙専用室とは、煙が外部に流出すること
を防ぐための措置を講じるなど、独立した喫煙室のことです。



対象施設について、利用者の特性に合わせた受動喫煙防止の方法を考えています。

敷地内禁煙の対象施設 【ご意見】

１ 適切

２ 不適切

３ どちらでもない

４ わからない

医療施設、保育園、幼稚園、小学校、中学校

高等学校、児童福祉施設　等

屋内禁煙の対象施設 【ご意見】

１ 適切

２ 不適切

３ どちらでもない

４ わからない

官公庁施設、大学、老人福祉施設　等

原則屋内禁煙の対象施設 【ご意見】

１ 適切

２ 不適切

３ どちらでもない

４ わからない

飲食店、宿泊施設、遊技・娯楽施設、販売業　等

喫煙専用室の設置 【ご意見】

１ 有る

喫煙専用室を設置する場合に妨げとなることが有ると思いますか。 ２ 無い

３ どちらでもない

喫煙専用室　： ４ わからない

１ 敷地面積が狭い ５ その他

２ 設置費用が負担

３ 利用客が減少する

４ 必要性を感じない

その他ご意見がありましたら、ご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

問い合わせ先 豊橋市保健所 健康増進課健康づくりグループ
℡ 0532-39-9145

【左記の施設以外にも適切な施設があれば記入ください】

利用者側にある程度、他の施設を選択する機会があるものや、娯楽施設
のように嗜好性が強い施設を、原則屋内禁煙とし、一定要件を満たした
喫煙専用室を設置することができると考えていますが、適切だと思いま
すか。

受動喫煙による健康影響を防ぐ必要性が高い未成年者や、患者等が多く
利用する施設を、敷地内禁煙と考えていますが、適切だと思いますか。

【左記の施設以外にも適切な施設があれば記入ください】

多くの人が利用する公共的な施設を屋内禁煙と考えていますが、適切だ
と思いますか。

9

回答・ご意見

10

7

8

『１ 有る』とお答えの方は、その内容についてあて
はまるもの全てに○をつけてください。

原則屋内禁煙の屋内に設置可とする、一定要件を満た
した飲食しない喫煙専用のスペース

【左記の施設以外にも適切な施設があれば記入ください】

項目（考え方）


